
人
▽
農
地
な
ど
の
利
用
の
最
適
化

の
推
進
に
熱
意
と
識
見
を
有
す
る

▽
担
当
地
区
に
お
い
て
、
平
日
に

も
農
地
利
用
の
調
整
な
ど
の
現
場

活
動
が
で
き
、
毎
月
５
日（
土
・

日
曜
日
、
祝
日
の
場
合
は
そ
の
前

後
の
日
）の
昼
間
に
開
催
さ
れ
る

農
業
委
員
会
定
例
会
に
出
席
で
き
る

選
任
方
法　
書
類
選
考
を
行
い
、

農
業
委
員
会
が
委
嘱
し
ま
す

  
共
通
事
項

任
期　
令
和
８
年
７
月
20
日
〜
11

年
７
月
19
日（
３
年
間
）

報
酬　
市
条
例
に
規
定
す
る
報
酬

が
支
払
わ
れ
ま
す

委
員
に
な
れ
な
い
人　
▽
破
産
手

続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を

得
な
い
人
▽
禁
固
以
上
の
刑
に
処

せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま

で
ま
た
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ

と
が
な
く
な
る
ま
で
の
人
▽
暴
力

団
員
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的

に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
す

る
人

推
薦
・
応
募　
２
月
27
日
㈮
〜
３

月
26
日
㈭（
土
・
日
曜
日
、
祝
日

を
除
く
）午
前
８
時
30
分
〜
午
後

５
時
に
推
薦
書
ま
た
は
応
募
書
に

必
要
事
項
を
記
入
し
て
、
持
参
ま

た
は
郵
送
で
農
業
委
員
会
事
務
局
へ

※
推
薦
書
・
応
募
書
は
２
月
２
日

そ
の
他　
軍
手
と
ご
み
袋
は
用
意

し
ま
す

問
い
合
わ
せ　
土
木
課（
☎
40
２

３
２
２
）

　
市
農
業
委
員
会
の
委
員
の
任
期

満
了
に
伴
い
、
新
た
に
選
任
さ
れ

る
委
員
の
候
補
者
を
募
集
し
ま
す
。

  

農
業
委
員  

募
集
人
数
14
人

資
格　
次
の
全
て
に
該
当
し
、
原

則
市
内
に
住
所
を
有
す
る
人
▽
農

業
に
関
す
る
識
見
を
有
し
、
農
地

な
ど
の
利
用
の
最
適
化
の
推
進
お

よ
び
そ
の
他
の
農
業
委
員
の
職
務

を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
▽

平
日
に
も
活
動
で
き
、
毎
月
５
日

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
の
場
合
は

そ
の
前
後
の
日
）の
昼
間
に
開
催

さ
れ
る
農
業
委
員
会
定
例
会
に
出

席
で
き
る

選
任
方
法　
書
類
選
考
を
行
い
、

議
会
の
同
意
を
得
て
市
長
が
任
命

し
ま
す

  

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

募
集
人
数

18
人（
▽
藤
岡
・
神

流
・
小
野
・
美
土
里
・
日
野
・
鬼

石
＝
各
２
人
▽
美
九
里
・
平
井
＝

各
３
人
）

資
格　
次
の
全
て
に
該
当
し
、
市

内
各
担
当
地
区
に
住
所
を
有
す
る

㈪
か
ら
農
業
委
員
会
事
務
局
で
配

布
す
る
ほ
か
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ（
下
記
２
次

元
コ
ー
ド
を
読
み
取
り
）

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す

募
集
状
況
の
公
表　
受
付
期
間
の

中
間
と
終
了
後
に
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
各
候
補
者
の
氏
名
、
職
業
な

ど
を
公
表
し
ま
す

そ
の
他　
両
方
の
委
員
に
推
薦
・

応
募
で
き
ま
す
が
、
兼
務
は
で
き

ま
せ
ん

問
い
合
わ
せ　
農
業
委
員
会
事
務

局（
☎
40
２
３
０
７
）

　
住
民
や
各
種
団
体
の
協
力
の
下
、

烏
川
・
神
流
川
・
鏑
川
・
鮎
川
・

温
井
川
の
ご
み
を
一
斉
清
掃
し
ま

す
。

日
時　
２
月
15
日
㈰
午
前
８
時
30

分
〜
９
時
30
分（
小
雨
決
行
）

集
合
場
所　
左
表
の
と
お
り（
当

日
直
接
集
合
場
所
へ
）

　１月１日付で小林敏夫さん（新任・美土里）が、
法務大臣から人権擁護委員に委嘱されました。
　人権擁護委員の任期は３年で、人権尊重の理
念の普及や人権に関する相談に応じています。
相談は無料で秘密は厳守されます。

相談日・会場
▷市役所市民相談室＝毎月
第２・４金曜日
▷地域づくりセンター鬼石＝
４・７・９・12月の第３木
曜日
時間　午後１時～３時
問い合わせ　地域づくり課
（☎402211）

小
こばやし
林 敏

とし お
夫さん

（美土里）

人権に関する相談を受け付けます

■ 地域づくりセンター鬼石（☎523881）
教室名 曜日 開始時間 月額 定員
３B体操 第２・４火 午後１時30分 1,000円 15人

フラワーアート 第３水 午後１時30分 500円別 15人
ZUMBA
GOLD 第２・４木 午前10時 1,000円 15人

ペーパークラフト
クイリング 第１金 午前10時 500円別 10人

パン・焼菓子 第２土 午前９時30分 1,600円 ８人

■ 総合学習センター（☎㉒6888）
教室名 曜日 開始時間 月額 定員

太極拳（初級）第１～３水 午前10時 1,000円 30人

■ 地域づくりセンター美九里（☎㉒1334）
教室名 曜日 開始時間 月額 定員

クラフトテープ
手芸（初級） 第１・３木 午前９時30分 1,000円別 10人

ダンベル筋トレ 第２・４木 午後１時30分 500円 20人
■ 地域づくりセンター藤岡（☎㉒0534）
教室名 曜日 開始時間 月額 定員

韓国料理 第３火 午後１時30分 1,700円 16人

定員　全ての教室で先着順
その他　▷申し込みが少ない場合は教室を開催できない場合があります▷月額費用に「別」と記載
のある講座は別途、材料費・テキスト代がかかります
申し込み・問い合わせ　２月９日㈪～ 27日㈮に ▽総合学習センター定例教室＝生涯学習課（☎㉒
6888） ▽各地域づくりセンター定例教室＝各地域づくりセンターへ

生 徒 募 集令和８年度定例教室
初心者を対象にしているので、誰でも気軽に参加することができます。

■ 地域づくりセンター小野（☎㉒1239）
教室名 曜日 開始時間 月額 定員

料理 第２水 午前10時 1,400円 12人

フィットネス 第１～４木 午後７時30分 1,000円 20人

温井川 鮎川 鏑川 神流川 烏川

・遠沖橋

・鮎川橋北側および
　南側の堤防上
・㈱吉野工業所南
・多野橋の堤防上
・美土里堰取水口付近
・緑埜クリーンセンター南
・㈱セシモ西堤防上

・新幹線高架橋下の
　堤防上
・鏑川橋の堤防上
・松ノ木瀬橋下流側
　の堤防上

・藤工グラウンド西側堤防上
・神流川グラウンド駐車場
・小林公会堂東の堤防上
・八高線踏切北の堤防境
・上水道水源地（本郷）、
　同水源地南の堤防上
・川除ゴミステーション
・浄法寺グラウンド

・高崎線上り高架下
・セブンイレブン藤岡
　中島店北側の堤防上
・烏川グラウンド
・関越道下流側堤防上

募
集

農
業
委
員
・
農
地
利
用

最
適
化
推
進
委
員

河
川
ク
リ
ー
ン
作
戦

募　
集

そ
の
他

イ
ベ
ン
ト

図
書
館
情
報

ス
ポ
ー
ツ

講
座
・
教
室

健
康
福
祉
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